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(57)【要約】
【課題】　インフラ側や音声再生ユニットの変更を伴う
ことなく、音声コーデックに応じて個々に音質を改善し
、安定した音質で音声通話を遂行することを目的とする
。
【解決手段】　本発明の無線通信モジュール１６０は、
複数の音声コーデックから選択された１の音声コーデッ
クによって基地局１２０からの符号化音声データを復号
する復号部２５８と、音声データのノイズを抑制し音声
再生ユニット１５０との接続端子２７２に伝送するノイ
ズ抑制部２６６が設けられた伝送経路を含む複数の伝送
経路２６２と、１の音声コーデックとして、複数の音声
コーデックのうちのいずれを選択するかに応じて、１の
音声コーデックで復号された音声データを伝送する１の
伝送経路を、複数の伝送経路から選択する経路選択部２
６０と、を備えることを特徴とする。
【選択図】　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局から無線通信を介して受信した符号化音声データを復号し、音声再生ユニットに
該復号した音声データを伝送する無線通信モジュールであって、
　複数の音声コーデックから選択された１の音声コーデックによって基地局からの前記符
号化音声データを復号する復号部と、
　音声データのノイズを抑制し前記音声再生ユニットとの接続端子に伝送するノイズ抑制
部が設けられた伝送経路を含む複数の伝送経路と、
　前記１の音声コーデックとして、前記複数の音声コーデックのうちのいずれを選択する
かに応じて、該１の音声コーデックで復号された音声データを伝送する１の伝送経路を、
前記複数の伝送経路から選択する経路選択部と、
を備えることを特徴とする無線通信モジュール。
【請求項２】
　前記経路選択部は、前記１の音声コーデックが、他の音声コーデックよりも音質が低い
音声コーデックである場合、前記ノイズ抑制部を含む伝送経路を選択することを特徴とす
る請求項１に記載の無線通信モジュール。
【請求項３】
　前記複数の音声コーデックは、いずれもＡＤＰＣＭであり、それぞれ変換レートが異な
り、前記経路選択部は、前記１の音声コーデックが他の音声コーデックよりも変換レート
が低い場合、前記ノイズ抑制部を含む伝送経路を選択することを特徴とする請求項２に記
載の無線通信モジュール。
【請求項４】
　前記音声再生ユニットとの接続端子は、該音声再生ユニットに対する音声データとして
ＰＣＭデータが出力されることを特徴とする請求項３に記載の無線通信モジュール。
【請求項５】
　複数の変調方式を切り換えて基地局と通信可能であり、
　前記復号部は、通信を行う基地局との間で用いる変調方式に応じて、前記複数の音声コ
ーデックのうちのいずれかを選択することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に
記載の無線通信モジュール。
【請求項６】
　前記経路選択部は、ハンドオーバする際に、切換先基地局において使用する音声コーデ
ックに対応した伝送経路を再選択することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に
記載の無線通信モジュール。
【請求項７】
　操作部および音声出力部を有する音声再生ユニットと、当該音声再生ユニットに対して
着脱可能、かつ基地局から無線通信を介して受信した符号化音声データを復号して前記音
声再生ユニットに該復号した音声データを伝送する無線通信モジュールと、を有する無線
端末であって、
　前記無線通信モジュールは、
　複数の音声コーデックから選択された１の音声コーデックによって基地局からの前記符
号化音声データを前記音声出力部にて再生可能な形式に復号する復号部と、
　音声データのノイズを抑制し前記音声再生ユニットとの接続端子に伝送するノイズ抑制
部が設けられた伝送経路を含む複数の伝送経路と、
　前記操作部により通信の開始が指示された場合、あるいはハンドオーバを行う場合に、
前記１の音声コーデックとして、前記複数の音声コーデックのうちのいずれを選択するか
に応じて、該１の音声コーデックで復号された音声データを伝送する１の伝送経路を、前
記複数の伝送経路から選択する経路選択部と、
を備えることを特徴とする無線端末。
【請求項８】
　音声を再生可能な音声再生ユニットに接続された無線通信モジュールが、
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　複数の音声コーデックから選択された１の音声コーデックによって基地局からの符号化
音声データを復号し、
　音声データのノイズを抑制し前記音声再生ユニットとの接続端子に伝送するノイズ抑制
部が設けられた伝送経路を含む複数の伝送経路から、前記１の音声コーデックに応じて、
該１の音声コーデックで復号された音声データを伝送する１の伝送経路を選択することを
特徴とする無線通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声コーデックを用いて符号化された符号化音声データを復号する無線通信
モジュールおよび無線端末、無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＨＳ(Personal Handy phone System)端末や携帯電話等の無線端末では、ユーザの音
声によるアナログ信号を一旦デジタル信号に変換して他のユーザの無線端末に送信し、そ
こで再びアナログ信号に戻して音声が再生される。しかし、アナログ信号を単純にデジタ
ル信号に変換するだけではその情報量が大きくなり、伝送可能な情報量が制限されている
通信経路においてすべての音声データを伝達できないことになる。そこで、この制限され
た通信経路でも伝送できるように、音声データの情報量を圧縮する音声コーデックが必要
となる。
【０００３】
　音声コーデックは、音声デジタルデータの符号化（エンコード）と復号（デコード）か
らなり、音声符号化装置で符号化された音声データが、音声再生装置でデコードおよび、
再生される。上述したＰＨＳ端末等の無線端末で用いられる音声コーデックとしては、例
えば、ＡＤＰＣＭ（適応差分ＰＣＭ：Adaptive Differential Pulse Code Modulation）
符号化技術が挙げられる。かかるＡＤＰＣＭは、音声等のアナログデータが連続的に変化
する性質を利用し、音声データの差分を符号化する技術である。
【０００４】
　無線端末では、例えば、ＱＰＳＫ(Quadrature Phase Shift Keying)の変調方式におい
て３２ｋｂｐｓのＡＤＰＣＭ（ＩＴＵ－Ｔ（International Telecommunication Union-Te
lecommunication sector）勧告Ｇ．７２６）が採用され、ここでは、聴覚上違和感のない
再生を行うため、窓関数を用いて窓掛けを行い、時間軸上に並んだ現在のフレームデータ
と前回のフレームデータとの連続性を維持した音声データを生成することができる。
【０００５】
　無線端末では、無線回線の有効利用の観点から上述したＱＰＳＫ変調方式における３２
ｋｂｐｓＡＤＰＣＭに加えてＢＰＳＫ変調方式における１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭの並行利
用が検討されている。１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭは３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭに比べ単位時間
に伝送する情報量は少ないものの、電波強度が弱いときでも比較的安定して通信すること
ができ、多くのリソースを確保できる利点を有する。また、弱電界でも安定した通信が可
能であることから通信可能範囲の拡大を図ることも可能となる。
【０００６】
　ここで、ＡＤＰＣＭによる動作を簡単に説明すると、図１１に示すように、音声符号化
装置１０では、送信すべきＰＣＭデータＰＣＭnと前回のＰＣＭデータ予測値ＰＣＭ'n-1
との差分ｄnを量子化幅Δnで量子化して符号を割り当て、符号化された符号化音声データ
（ＡＤＰＣＭデータ）ＡＤＰＣＭnを音声再生装置１２に送信する。音声符号化装置１０
では、さらに符号化音声データＡＤＰＣＭnを逆適応量子化し、逆適応量子化された差分
ｄ'nを前回値ＰＣＭ'n-1に加算して次回に備える。そして、音声再生装置１２では、この
符号化音声データＡＤＰＣＭnを、量子化幅Δnを用いて逆適応量子化し、逆適応量子化さ
れた差分ｄ'nを前回値ＰＣＭ'n-1に加算してＰＣＭデータＰＣＭnを得る。
【０００７】
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　このようにＡＤＰＣＭでは、振幅が小さいアナログデータでも再現できるように、振幅
変化幅に応じて量子化の分解能を変化させ得る特性を有し、図１１に示すように符号化音
声データＡＤＰＣＭnに応じて、アナログデータの振幅範囲が大きいところでは量子化幅
Δnを大きくし、小さいところでは量子化幅Δnを小さくする。このようなＡＤＰＣＭを用
いることで、圧縮された少ない情報量から音声符号装置１０のＰＣＭデータＰＣＭnをほ
ぼ復元することができる。
【０００８】
　しかし、このようなＡＤＰＣＭの復号回路を１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭに適用した場合、
その特性上、伝送データの情報量が少なく（例えば、３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭが１シンボ
ル４ビットであるのに対して１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭでは２ビット）、量子化ノイズが大
きくなり元の音声の再現性が劣化する場合がある。特に、無音時のホワイトノイズ（バッ
クグランドノイズ）の増大や、音声の歪みを招くおそれがある。
【０００９】
　このような無音状態におけるホワイトノイズを低減する方法として、通話の際の無音時
のみ受話アンプのゲインを低く抑えることで無音時のノイズを低減する技術が知られてい
る（例えば、特許文献１）。また、無音時に所定電圧を出力してホワイトノイズを削減す
る技術も公開されている（例えば、特許文献２）。さらに、このような無音状態を検知す
るため、通話を開始する前に送話器から入力される周囲雑音の音量と通話中の音量とを比
較して通話の有無を判断する技術も開示されている（特許文献３）。
【００１０】
　また、通話時においても、周囲の雑音が大きくて通話相手の声が聞こえにくい場合、そ
の都度、受話音量を調整しなくてはならないという煩わしさがあったが、携帯電話端末に
おける周囲雑音のレベルを検知して、この周囲雑音に応じて当該携帯電話端末への音声信
号の音量レベルを自動的に調整する技術も知られている（例えば、特許文献４）。
【特許文献１】特開平９－１３０２８２号公報
【特許文献２】特開平１１－２９８３３３号公報
【特許文献３】特開平８－７９１６３号公報
【特許文献４】特開平１０－３４１２０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述したように、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭは、３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭとの比較におい
て、何ら加工をしない場合に伝送データの情報量の少なさから、無音時のホワイトノイズ
の増大や、音声の歪みを招くおそれがある。
【００１２】
　しかし、このような無音時のホワイトノイズや音声の歪みは通話に支障を来すものでは
なく、通話が継続している間、同一の音声コーデックが維持されていればその音質の低さ
を感じるほどではない。従って、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭによる、弱電界における安定通
話、リソースの確保、無線可能範囲の拡大といった利点を踏まえると、１６ｋｂｐｓＡＤ
ＰＣＭは率先して導入すべき技術である。
【００１３】
　ただし、人の耳は変化に対しては敏感であり、２つの音声コーデックが切り換わると、
ユーザはその音質の変化によって聴覚に違和感を覚えてしまう。
【００１４】
　このような１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭによる音声データに対してノイズ除去手段を講じる
ことによりノイズ自体の抑制は可能であるが、音声データに対して一様にノイズ除去を施
してしまうと、３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭの音質も同等に高くなり、全体として高音質とな
るが、両音声コーデックの差分は縮まることなく切り換え時の違和感は残ってしまう。
【００１５】
　本発明は、このような問題に鑑み、インフラ側や音声再生ユニットの変更を伴うことな
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く、音声コーデックに応じて個々に音質を改善し、安定した音質で音声通話を遂行するこ
とが可能な、無線通信モジュールおよび無線端末、無線通信方法を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、符号化音声データを復号した直後の音声データの加工を目的とし、無線端末
の無線通信に関わる部分に対して有効に機能する。従って、このような無線端末の無線通
信機能の共通部分をモジュール化した無線通信モジュールに適用するのが特に効果的であ
る。ここでは、無線通信モジュールに特化した説明を行う。
【００１７】
　上記課題を解決するために、本発明の代表的な構成は、基地局から無線通信を介して受
信した符号化音声データを復号し、音声再生ユニットに復号した音声データを伝送する無
線通信モジュールであって、複数の音声コーデックから選択された１の音声コーデックに
よって基地局からの符号化音声データを復号する復号部と、音声データのノイズを抑制し
音声再生ユニットとの接続端子に伝送するノイズ抑制部が設けられた伝送経路を含む複数
の伝送経路と、１の音声コーデックとして、複数の音声コーデックのうちのいずれを選択
するかに応じて、１の音声コーデックで復号された音声データを伝送する１の伝送経路を
、複数の伝送経路から選択する経路選択部と、を備えることを特徴とする。
【００１８】
　上述したように、ノイズ除去手段をすべての音声データに対して講じると、音声コーデ
ックの種類に拘わらず一様に音質が高まってしまう。従って、本発明では、音声データそ
れぞれの音声コーデックを認識し、その音声コーデックに応じて音声データのノイズを抑
制することで、音声コーデックに対して個々に音質を改善できる。こうして音質の最低レ
ベルを高く維持することが可能となり、周囲の雑音が大きい環境下においても安定した音
質で音声通話を遂行することができる。また、音質改善が不要な相対的に音質の高い音声
コーデックに対しては意図的に音質改善処理を施さないことで処理負荷および消費電力の
削減を図ることが可能となる。
【００１９】
　さらに、本発明では音質改善のため音声コーデックを把握する必要があるが、かかる把
握構成を無線通信機能側、即ち本発明による無線通信モジュールに適用することで、イン
フラ側や音声再生ユニット側の何らの変更を伴うことなく、音質を改善できる。従って、
音声再生ユニットにおいても、本発明による無線通信モジュールを搭載するだけで音質の
向上を図ることが可能となる。
【００２０】
　経路選択部は、１の音声コーデックが、他の音声コーデックよりも音質が低い音声コー
デックである場合、ノイズ抑制部を含む伝送経路を選択するとしてもよい。
【００２１】
　ノイズ除去手段をすべての音声データに対して講じると、音声コーデックの種類に拘わ
らず一様に音質が高まってしまい、音声コーデックによる音質差は残ってしまう。本発明
では、相対的に音質が低い音声コーデックの音声データのノイズを抑制し、相対的に音質
が高い音声コーデックに近づけることで、音声コーデック間の音質差を縮めることができ
る。従って、音声コーデックの選択による音質の差をユーザに意識させることなく、違和
感のない安定した音質で音声通話を遂行することが可能となる。
【００２２】
　複数の音声コーデックは、いずれもＡＤＰＣＭであり、それぞれ変換レートが異なり、
経路選択部は、１の音声コーデックが他の音声コーデックよりも変換レートが低い場合、
ノイズ抑制部を含む伝送経路を選択してもよい。
【００２３】
　かかる構成により、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭの場合であっても３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭ
と同等の音質を確保でき、高音質を維持しつつ、弱電界における安定通話、リソースの確
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保、無線可能範囲の拡大といった利点を活かすことができる。
【００２４】
　音声再生ユニットとの接続端子は、音声再生ユニットに対する音声データとしてＰＣＭ
データが出力されてもよい。
【００２５】
　このように音声再生ユニットと無線通信モジュール間で伝達する音声データをＰＣＭデ
ータに定めることで、互いを独立して開発することができ、開発コストや開発負担を軽減
することが可能となる。
【００２６】
　複数の変調方式を切り換えて基地局と通信可能であり、復号部は、通信を行う基地局と
の間で用いる変調方式に応じて、複数の音声コーデックのうちのいずれかを選択してもよ
い。
【００２７】
　当該無線通信モジュールは基地局との通信において複数の変調方式を用いることができ
、その変調方式にはそれぞれ１または複数の音声コーデックが準備されている。本発明で
は、変調方式に応じて複数のコーデックから適切なコーデックを選択することで、音質を
改善し、安定した音質で音声通話を遂行することが可能となる。
【００２８】
　経路選択部は、ハンドオーバする際に、切換先基地局において使用する音声コーデック
に対応した伝送経路を再選択してもよい。
【００２９】
　ユーザは、音声コーデックによる音質の違いを特にその変換時に感じとる。本発明では
、ハンドオーバにおいても迅速かつ適切に伝送経路を変更することで、音声コーデックの
変更による音質の差をユーザに意識させることなく、違和感のない安定した音質で音声通
話を遂行させることが可能となる。
【００３０】
　本発明の代表的な他の構成は、操作部および音声出力部を有する音声再生ユニットと、
当該音声再生ユニットに対して着脱可能、かつ基地局から無線通信を介して受信した符号
化音声データを復号して音声再生ユニットに復号した音声データを伝送する無線通信モジ
ュールと、を有する無線端末であって、無線通信モジュールは、複数の音声コーデックか
ら選択された１の音声コーデックによって基地局からの符号化音声データを音声出力部に
て再生可能な形式に復号する復号部と、音声データのノイズを抑制し音声再生ユニットと
の接続端子に伝送するノイズ抑制部が設けられた伝送経路を含む複数の伝送経路と、操作
部により通信の開始が指示された場合、あるいはハンドオーバを行う場合に、１の音声コ
ーデックとして、複数の音声コーデックのうちのいずれを選択するかに応じて、１の音声
コーデックで復号された音声データを伝送する１の伝送経路を、複数の伝送経路から選択
する経路選択部と、を備えることを特徴とする。
【００３１】
　本発明の無線通信方法の代表的な構成は、音声を再生可能な音声再生ユニットに接続さ
れた無線通信モジュールが、複数の音声コーデックから選択された１の音声コーデックに
よって基地局からの符号化音声データを復号し、音声データのノイズを抑制し音声再生ユ
ニットとの接続端子に伝送するノイズ抑制部が設けられた伝送経路を含む複数の伝送経路
から、１の音声コーデックに応じて、１の音声コーデックで復号された音声データを伝送
する１の伝送経路を選択することを特徴とする。
【００３２】
　上述した無線通信モジュールにおける技術的思想に対応する構成要素やその説明は、当
該無線端末および無線通信方法にも適用可能である。
【発明の効果】
【００３３】
　以上説明したように本発明によれば、インフラ側や音声再生ユニットの変更を伴うこと
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なく、音声コーデックに応じて個々に音質を改善し、安定した音質で音声通話を遂行する
ことが可能となる。従って、音声コーデックの選択や変更に拘わらず、高音質を維持し、
相対的に音質の低い音声コーデックによる、弱電界における安定通話、リソースの確保、
無線可能範囲の拡大といった利点を活かすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。か
かる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値などは、発明の理解を容易とするた
めの例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細
書及び図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を
付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する
。
【００３５】
　ＰＨＳ端末や携帯電話等の無線端末と基地局との通信におけるデジタルデータの音声コ
ーデックには、例えば、ＱＰＳＫによる３２ｋｂｐｓのＡＤＰＣＭ（以下、単に３２ｋｂ
ｐｓＡＤＰＣＭという。）が利用されている。さらに近年、無線回線の有効利用の観点か
らこの３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭに加えてＢＰＳＫによる１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭ（以下、
単に１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭという。）の並行利用が検討されている。かかる１６ｋｂｐ
ｓＡＤＰＣＭはその特性上、無音時のホワイトノイズ（バックグランドノイズ）が聴感と
して残り、音声の歪みも招くおそれがある。
【００３６】
　本実施形態では、３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭ、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭ等の音声コーデッ
クの選択や変更に拘わらず、高音質を維持し、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭの弱電界における
安定通話、リソースの確保、無線可能範囲の拡大といった利点を活かすことを目的とする
。ここでは、発明の理解を容易にするため、まず、無線通信システム全体を説明し、その
後で本実施形態に特徴的な無線通信モジュールの構成と動作を説明する。
【００３７】
（無線通信システム１００）
　図１は、無線通信システム１００の概略的な構成を示したブロック図である。かかる無
線通信システム１００は、無線端末１１０（１１０Ａ、１１０Ｂ）と、基地局１２０（１
２０Ａ、１２０Ｂ）と、ＩＳＤＮ(Integrated Services Digital Network)回線やインタ
ーネット、専用回線等の通信網１３０と、中継サーバ１４０とを含んで構成される。
【００３８】
　上記無線通信システム１００において、ユーザが自身の無線端末１１０Ａから他の無線
端末１１０Ｂへの通信回線の接続を行う場合、無線端末１１０Ａは、通信可能範囲内にあ
る基地局１２０Ａに無線接続要求を行う。無線接続要求を受信した基地局１２０Ａは、通
信網１３０を介して中継サーバ１４０に通信相手との通信接続を要求し、中継サーバ１４
０は、無線端末１１０Ｂの位置登録情報を参照し他の無線端末１１０Ｂの無線通信範囲内
にある例えば基地局１２０Ｂを選択して基地局１２０Ａと基地局１２０Ｂとの通信経路を
確保し、無線端末１１０Ａと無線端末１１０Ｂの通信を確立する。
【００３９】
　このとき、無線端末１１０Ａでは、ユーザから受話した音声データ（以下、ＰＣＭデー
タという。）を、ＡＤＰＣＭ技術を通じて符号化音声データ（以下、ＡＤＰＣＭデータと
いう。）に変換してから基地局１２０Ａに送信している。基地局１２０Ａでは、ＡＤＰＣ
Ｍデータを再度ＰＣＭデータに変換し、また、基地局１２０ＢにおいてＡＤＰＣＭデータ
に再変換される。そして、他の無線端末１１０ＢにおいてさらにＰＣＭデータに変換され
、音声として出力される。
【００４０】
　無線端末１１０Ａと基地局１２０Ａまたは無線端末１１０Ｂと基地局１２０Ｂとの無線
通信は、それぞれ３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭで実行されるが、無線端末１１０および基地局
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１２０が１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭにも対応している場合、その通信環境に応じて、３２ｋ
ｂｐｓＡＤＰＣＭまたは１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭのいずれもが音声コーデックとして選択
され得る。
【００４１】
（無線端末１１０）
　また、無線端末１１０は、無線通信モジュールと音声再生ユニットとから構成すること
ができる。無線通信モジュールは、無線端末１１０の無線通信機能を独立させたモジュー
ルであり、例えば、２５．６×４２．０×４．０ｍｍといった大きさで１８ピンの接続端
子を有する、独自に規格化されたシリアルインターフェースである。かかる無線通信モジ
ュールは「Ｗ－ＳＩＭ」と称することもある。音声再生ユニットは、無線端末１１０から
無線通信モジュールを除いた被覆物であり、無線通信モジュールを嵌入して利用すること
から「ジャケット」と呼ばれることもある。
【００４２】
　このように無線端末１１０を通信機能とそれ以外の機能とに分離することで、例えば、
無線通信技術を有していない製造者であっても、当該無線通信モジュールを用いることで
無線通信技術は確立されているものとして、音声再生ユニットのみを開発すればよく、開
発負担が軽減される。かかる無線通信モジュールは、音声のみならずデータ通信にも利用
できるので、このようなデータ通信に利用可能な信号処理装置も容易に開発することが可
能となる。
【００４３】
　また、無線端末１１０に一般的に用いられるＳＩＭカード同様、無線回線を利用するた
めの構成を無線通信モジュールに集約できるので、その無線通信モジュールを嵌入するだ
けの簡単な操作で、電話番号やその他の登録情報の変更を伴わず、複数の音声再生ユニッ
トを交換して利用することができる。また、上述したように、製造者は、音声再生ユニッ
トのみを製造すればよくなるので音声再生ユニットを低コストで供給することができ、ユ
ーザは安価な音声再生ユニットを複数台所有し、利用用途に合わせて音声再生ユニットを
自由に選択することが可能となる。
【００４４】
　さらに、通信事業者と複数の契約を行っている場合、その数だけ無線通信モジュールを
有すこととなり、無線通信モジュールを交換するだけで、ユーザの所望する音声再生ユニ
ットにより複数の電話番号を使い分けることができる。また、将来、高速または高品質な
無線技術が開発されたとしてもその無線技術に対応した無線通信モジュールに交換するだ
けで、改善された通信環境の下、特定の音声再生ユニットを使い続けることが可能となる
。
【００４５】
（音声再生ユニット１５０、無線通信モジュール１６０）
　以下、無線端末１１０として機能する音声再生ユニット１５０および無線通信モジュー
ル１６０を説明する。
【００４６】
　図２は、音声再生ユニット１５０および無線通信モジュール１６０のハードウェア構成
の概略を示した機能ブロック図であり、図３は、音声再生ユニット１５０および無線通信
モジュール１６０の外観を示した斜視図である。
【００４７】
　音声再生ユニット１５０は、端末制御部２１０と、端末メモリ２１２と、表示部２１４
と、操作部２１６と、音声入力部２１８と、音声出力部２２０と、二次電池２２２とを含
んで構成されている。
【００４８】
　端末制御部２１０は、中央処理装置（ＣＰＵ）を含む半導体集積回路により無線通信モ
ジュール１６０を含む無線端末１１０全体を管理および制御する。また、端末制御部２１
０は、端末メモリ２１２のプログラムを用いて、通話機能、Ｗｅｂ閲覧機能、メール送受
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信機能、撮像機能、音楽再生機能、ＴＶ視聴機能も遂行する。端末メモリ２１２は、ＲＯ
Ｍ、ＲＡＭ、Ｅ２ＰＲＯＭ、不揮発性ＲＡＭ、フラッシュメモリ、ＨＤＤ等で構成され、
端末制御部２１０で処理されるプログラムや音声データ等を記憶する。
【００４９】
　表示部２１４は、液晶ディスプレイ、ＥＬ(Electro Luminescence)等で構成され、端末
メモリ２１２に記憶された、または通信網１３０を介してアプリケーション中継サーバ（
図示せず）から提供される、ＷｅｂブラウザやアプリケーションのＧＵＩ（Graphical Us
er Interface）を表示することができる。操作部２１６は、キーボード、十字キー、ジョ
イスティック等のスイッチから構成され、ユーザの操作入力を受け付ける。
【００５０】
　音声入力部２１８は、マイク等の音声認識手段で構成され、通話時に入力されたユーザ
の音声を無線通信モジュール１６０内で処理可能なＰＣＭデータに変換する。音声出力部
２２０は、スピーカで構成され、無線通信モジュール１６０で受信した通話相手のＰＣＭ
データをＤ／Ａ変換器や増幅器を介して出力する。また、着信音や、操作部２１６の操作
音、アラーム音等も出力できる。二次電池２２２は、当該音声再生ユニット１５０の各構
成回路および無線通信モジュール１６０に電源を供給する。
【００５１】
　無線通信モジュール１６０は、基地局１２０から無線通信を介して受信したＡＤＰＣＭ
データを復号し、音声再生ユニット１５０に復号したＰＣＭデータを伝送する。また、音
声再生ユニット１５０からのＰＣＭデータをＡＤＰＣＭを通じて符号化し、基地局１２０
に伝送する。
【００５２】
　このような無線通信としては、同時双方向通信を実現するため通信経路を時間軸で区分
けし交互に送信と受信とを行うＴＤＤ（Time Division Duplex）上で、さらにその送受信
時間（フレーム）を複数のタイムスロットに時分割したＴＤＭＡ（Time Division Multip
le Access）／ＴＤＤが採用されている。また、単位時間軸上で多数の搬送波を利用し、
変調対象となる信号波の位相が隣り合う搬送波間で直交するように搬送波の帯域を一部重
ね合わせて周波数帯域を有効利用するＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multip
lexing:直交周波数分割多重）方式やＯＦＤＭＡ方式も実現されている。
【００５３】
　ここでは、無線通信モジュール１６０の接続対象としてＰＨＳ端末の機能を限定した音
声再生ユニット１５０を用いているが、かかる場合に限らず、携帯電話、ノート型パーソ
ナルコンピュータ、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、デジタルカメラ、音楽プレ
イヤー、カーナビゲーション、ポータブルテレビ、ゲーム機器、ＤＶＤプレイヤー、リモ
ートコントローラ等無線通信可能な様々な電子機器に接続して利用することができる。
【００５４】
　本実施形態では、音声コーデックに応じて個々に音質を改善すべく、ＡＤＰＣＭデータ
を復号した直後のＰＣＭデータを加工する。従って、本実施形態は、無線通信モジュール
１６０に適用するのが特に効果的である。このように無線通信モジュール１６０のみに本
実施形態を適用することで、インフラ側や音声再生ユニット１５０の構成の変更を伴うこ
となく、また、音声再生ユニット１５０の新旧を問わず、さらに音声再生ユニット１５０
とのインターフェースも何ら変更することなく、安定した音質で音声通話を遂行すること
が可能となる。
【００５５】
　図４は、無線通信モジュール１６０の概略的な機能構成を示した機能ブロック図である
。無線通信モジュール１６０は、アンテナ２５０、データ受信部２５２、受信バッファ２
５４、コーデック判定部２５６、復号部２５８、経路選択部２６０、伝送経路２６２、リ
ニア変換部２６４、ノイズ抑制部２６６、フィルタ２６８、ＰＣＭ変換部２７０を含んで
構成される。特にここでは、本実施形態に特徴的なＡＤＰＣＭデータの復号、即ち、受信
系統のみを説明し、既存の回路で構成される送信系統に関してはその説明を省略する。ま
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た、コーデック判定部２５６以降の構成要素は、ソフトウェアによって実現されるが、ハ
ードウェアで構成することも当然可能である。
【００５６】
　アンテナ２５０は、無線通信モジュール１６０における電気信号を電磁波に変換または
電磁波を電気信号に変換することで、基地局１２０との無線通信を確立および継続する。
【００５７】
　データ受信部２５２は、ＡＤＰＣＭ（適応差分ＰＣＭ）による音声コーデック、ここで
は特に１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭおよび３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭを用いて符号化されたＡＤ
ＰＣＭデータを５ｍｓｅｃ毎に受信し、受信バッファ２５４に格納する。例えば１６ｂｐ
ｓＡＤＰＣＭの場合、５ｍｓｅｃ毎に１０ｂｙｔｅ（８０ビット＝４０シンボル）分のデ
ータを受信する。
【００５８】
　ところで、ＰＨＳ方式においては、より高速な通信を可能とするために、より高度な変
調方式に対応させた基地局を増加させている。ただし、一度に送る情報量が増えれば増え
るほど、耐ノイズ性が低くなるため、電波の受信状況によって、利用する変調方式を切り
換えることで、この問題を解決しつつ、通信速度を平均的に向上させるように構成してい
る。
【００５９】
　具体的には、電波状態がある程度良い環境ではＱＰＳＫ方式を、そして電波状況が悪い
場所ではＢＰＳＫ方式に切り換えて通信を行う。なお、電波状態が非常に良好であるとき
には８ＰＳＫを用いることもできるが、本実施形態においては説明を簡略化するため省略
する。
【００６０】
　また、ＱＰＳＫ方式とＢＰＳＫ方式とでは、伝送レートが倍異なるため、音声通話を行
う際には、それぞれ異なる音声コーデックを用いている。ＰＨＳ方式では、基地局を含め
たネットワーク側においてＡＤＰＣＭを使用することが規定されているため、ＱＰＳＫ方
式とＢＰＳＫ方式のいずれにおいても変換方式自体にはＡＤＰＣＭを使用するが、そのレ
ートは変えている。具体的には、ＱＰＳＫ方式においては３２ｋｂｐｓを、そしてＢＰＳ
Ｋ方式においては１６ｋｂｐｓをそれぞれ用いる。
【００６１】
　図５は、３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭと１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭとのＡＤＰＣＭデータを比
較するための説明図である。ここで、図５（ａ）は、３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭの無音時の
ＡＤＰＣＭデータを、図５（ｂ）は、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭの無音時のＡＤＰＣＭデー
タを示しており、縦軸のスケールは等しい。かかる図を参照して理解できるように、１６
ｋｂｐｓＡＤＰＣＭにおいては、伝送データの情報量の少なさから無音に対する収束処理
の絶対的な分解能が足りず、無音時のホワイトノイズが増大してしまう。
【００６２】
　受信バッファ２５４は、データ受信部２５２が受信したＡＤＰＣＭデータを一時的に保
持する。
【００６３】
　コーデック判定部２５６は、受信バッファ２５４に保持されたＡＤＰＣＭデータが３２
ｋｂｐｓＡＤＰＣＭのコーデックに従っているか１６ｋｂｐｓの音声コーデックに従って
いるかを判定する。そして、その判定結果を後段の復号部２５８および経路選択部２６０
に伝達する。
【００６４】
　復号部２５８は、コーデック判定部２５６が判定した音声コーデックに従って、ＡＤＰ
ＣＭデータをＰＣＭデータに復号する。
【００６５】
　経路選択部２６０は、コーデック判定部２５６が判定した音声コーデックに応じて、後
述する複数の伝送経路２６２から、その音声コーデックで復号されたＰＣＭデータを伝送
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する１の伝送経路を選択する。本実施形態では、音声コーデックを認識し、その音声コー
デックに応じて、後述するようにＰＣＭデータのノイズを抑制することで、音声コーデッ
クに対して個々に音質を改善できる。こうして音質の最低レベルを高く維持することが可
能となり、周囲の雑音が大きい環境下においても安定した音質で音声通話を遂行すること
ができる。また、音質改善が不要な相対的に音質の高い音声コーデックに対しては意図的
に音質改善処理を施さないことで処理負荷および消費電力の削減を図ることが可能となる
。
【００６６】
　特に、経路選択部２６０は、コーデック判定部２５６が判定した音声コーデックが、他
の音声コーデックよりも相対的に音質が低い音声コーデックである場合、例えば、１６ｋ
ｂｐｓＡＤＰＣＭのとき後述するノイズ抑制部２６６を含む伝送経路を選択する。
【００６７】
　ここでは、相対的に音質が低い音声コーデックである１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭのＰＣＭ
データのノイズを抑制し、相対的に音質が高い音声コーデック、ここでは３２ｋｂｐｓＡ
ＤＰＣＭのＰＣＭデータに近づけることで、音声コーデック間の音質差を縮めることがで
きる。従って、音声コーデックの選択による音質の差をユーザに意識させることなく、違
和感のない安定した音質で音声通話を遂行することが可能となる。こうして、１６ｋｂｐ
ｓＡＤＰＣＭでは、弱電界における安定通話、リソースの確保、無線可能範囲の拡大とい
った利点を維持しつつ、高音質を確保することができる。
【００６８】
　伝送経路２６２は、復号部２５８と、音声再生ユニット１５０との接続端子２７２とを
接続する複数の経路で構成され、少なくともその１つには後述するノイズ抑制部２６６が
含まれる。その他の経路として何らの回路を含まない単なる接続線も含まれる。
【００６９】
　リニア変換部２６４は、後述するフィルタ２６８のため、ＰＣＭデータを、ビット長が
拡張されたリニアＰＣＭデータに変換する。かかる変換は、８ビットＰＣＭデータを１６
ビットのリニアＰＣＭデータに変換するμ－ｌａｗまたはＡ－ｌａｗ変換が利用されてい
る。かかるμ－ｌａｗ変換はＩＴＵ－Ｔで規格化されている音声符号化における圧縮・解
凍方式の1つである。
【００７０】
　後述するフィルタ２６８の入力は、ＰＣＭデータのスケールが固定されたリニアＰＣＭ
データであることが望ましい。かかるリニア変換部２６４と後述するＰＣＭ変換部２７０
の構成により、フィルタ２６８に対して所望する入力データを生成でき、かつ、データフ
ォーマットを元のＰＣＭデータに戻すことで３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭとの整合をとること
ができる。
【００７１】
　ノイズ抑制部（ＮＳ：Noise Suppressor）２６６は、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭのホワイ
トノイズを減少させる。詳細には、時間領域のＰＣＭデータをフーリエ変換で周波数スペ
クトル領域に変換し、低周波数領域では、信号対雑音比（ＳＮＲ）の性質を利用して雑音
スペクトルを単に減算し、高周波数領域では、雑音スペクトルの形状に応じてスペクトル
振幅を一律に減衰させる。このときの減算量や減衰量は、そのＰＣＭデータが雑音である
かどうかに応じて調整し、雑音である可能性が高いときには減算量や減衰量を大きくとる
。
【００７２】
　図６は、ノイズ抑制部２６６の効果を示した説明図である。かかる図６（ａ）および図
６（ｂ）の縦軸のスケールは等しい。ノイズ抑制部２６６には、図６（ａ）に示すような
１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭによる無音時のリニアＰＣＭデータが入力され、そのノイズが抑
制されて図６（ｂ）のような波形になる。こうして、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭの無音時に
おけるホワイトノイズの増大も抑制されることが理解できる。
【００７３】
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　フィルタ２６８は、例えば、３．１ｋＨｚの低域通過フィルタ（ＬＰＦ）で構成され、
ＰＣＭデータの高域成分をカットし、ＰＣＭデータに含まれる歪成分を削減する。かかる
フィルタ２６８は、ＩＩＲ（Infinite duration Impulse Response）やＦＩＲ（Finite d
uration Impulse Response）いずれのデジタルフィルタで構成することもできる。
【００７４】
　ＰＣＭ変換部２７０は、フィルタ２６８の後段に設けられ、フィルタ２６８を通過した
リニアＰＣＭデータをＰＣＭデータに変換し、３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭとデータ形式を揃
える。
【００７５】
　このように１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭにのみノイズ抑制部２６６やフィルタ２６８を施す
ことで、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭのＰＣＭデータを３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭのＰＣＭデー
タ同等の音質に高めることができ、安定した音質で音声通話を遂行することが可能となる
。
【００７６】
（無線通信方法）
　次に、上述した無線通信モジュール１６０を用いた無線通信方法を説明する。ここでは
、特に、ハンドオーバ時の音声コーデックの変更に関して詳述する。
【００７７】
　図７は、無線通信方法の具体的な流れを示したフローチャートである。かかる無線通信
方法において、現在の基地局１２０との無線通信の品質劣化を検出すると、無線通信モジ
ュール１６０は、周囲の基地局１２０に対してキャリアセンスを実行する（Ｓ３００）。
そこで受信感度が一番高い基地局１２０をハンドオーバ対象の切換先基地局とし、その切
換先基地局が１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭ（ＢＰＳＫ）に対応しているかどうか判定する（Ｓ
３０２）。
【００７８】
　１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭに対応していない場合（Ｓ３０２のＮＯ）、３２ｋｂｐｓＡＤ
ＰＣＭ（ＱＰＳＫ）による通信確立が決定され、リンクチャネル（ＬＣＨ）確立要求を送
信し（Ｓ３０４）、基地局１２０からのリンクチャネル割当を受信すると（Ｓ３０６）、
コーデックを３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭに設定する（Ｓ３０８）。また、１６ｋｂｐｓＡＤ
ＰＣＭに対応している場合（Ｓ３０２のＹＥＳ）、通信環境に応じて１６ｋｂｐｓＡＤＰ
ＣＭまたは３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭのいずれかの音声コーデックでリンクチャネル確立要
求を送信し（Ｓ３１０）、リンクチャネル割当を受信すると（Ｓ３１２）、先程確立要求
した音声コーデックに応じて（Ｓ３１４）、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭであれば（Ｓ３１４
のＹＥＳ）、コーデックを１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭに設定し（Ｓ３１６）、そうでなけれ
ば（Ｓ３１４のＮＯ）、コーデックを３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭに設定する（Ｓ３０８）。
【００７９】
　そして、トラフィックチャネル（ＴＣＨ）が確立され、さらにプロトコルレイヤＬ２お
よびプロトコルレイヤＬ３（ＣＣ、ＲＴ、ＭＭ）を設定する（Ｓ３１８）。
【００８０】
　続いて、当該ハンドオーバが高速ハンドオーバの適用を受けているかどうか判断され（
Ｓ３３０）、高速ハンドオーバであれば（Ｓ３３０のＹＥＳ）、変調方式がＱＰＳＫであ
るか、即ち、３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭであるか否かが判断される（Ｓ３３２）。変調方式
がＱＰＳＫであれば（Ｓ３３２のＹＥＳ）、さらに切換先基地局から音声を受信している
か否か判断され（Ｓ３３４）、有音が検知されると（Ｓ３３４のＹＥＳ）、音声パスを開
く（Ｓ３３６）。
【００８１】
　変調方式がＢＰＳＫ、即ち、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭであるか（Ｓ３３２のＮＯ）また
は切換先基地局の有音が検知されなかった場合（Ｓ３３４のＮＯ）、切換元基地局の無線
チャネルの切断要求の有無を判断し（Ｓ３３８）、切断要求があれば（Ｓ３３８のＹＥＳ
）、音声パスを開く（Ｓ３３６）。高速ハンドオーバでもなく（Ｓ３３０のＮＯ）、切換
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元基地局の切断要求もなければ（Ｓ３３８のＮＯ）、ＣＣ（Cell Control）応答が受信さ
れているかどうか判断され（Ｓ３４０）、ＣＣ応答がなければ（Ｓ３４０のＮＯ）、何ら
かの応答があるまで、高速ハンドオーバ判定Ｓ３３０からを繰り返す。ＣＣ応答があれば
（Ｓ３４０のＹＥＳ）、音声パスを開く（Ｓ３３６）。
【００８２】
　続いて、音声パスを開く（Ｓ３３６）と同時に、設定されたコーデックが１６ｋｂｐｓ
ＡＤＰＣＭであるか否か判断され（Ｓ３５０）、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭであれば（Ｓ３
５０のＹＥＳ）、経路選択部２６０が伝送経路を、ノイズ抑制部２６６を有する伝送経路
に設定し、ノイズの抑制を実行する（Ｓ３５２）、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭでなければ、
即ち、３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭであれば（Ｓ３５０のＮＯ）、ノイズの抑制を行わず、通
常の復号を実行する（Ｓ３５４）。
【００８３】
　かかる無線通信方法では、ハンドオーバにおいても迅速かつ適切に伝送経路を変更する
ことで、音声コーデックの変更による音質の差をユーザに意識させることなく、違和感の
ない安定した音質で音声通話を遂行させることが可能となる。
【００８４】
　次に、上述したハンドオーバ時における音声再生ユニット１５０、無線通信モジュール
１６０および基地局１２０（１２０Ａ、１２０Ｂ）間の制御信号の推移を説明する。
【００８５】
　図８、図９、図１０は、ハンドオーバの具体的な動作を示したシーケンス図である。特
に図８では、無線通信モジュール１６０による基地局１２０Ａへの発呼（通話開始）を、
図９では、基地局１２０Ａから基地局１２０Ｂへのハンドオーバを、図１０では、基地局
１２０Ｂとの終話を説明している。
【００８６】
　図８において、音声再生ユニット１５０は、操作部２１６を通じてユーザの発呼入力を
検出すると（Ｓ４００）、無線通信モジュール１６０に対して発呼を指令し（Ｓ４０２）
、表示部２１４に発呼を開始したことを示す画面を表示する（Ｓ４０４）。
【００８７】
　無線通信モジュール１６０は、音声再生ユニット１５０からの発呼指令を受けると、周
囲の基地局１２０に対してキャリアセンスを実行し（Ｓ４０６）、受信感度が一番高い基
地局１２０Ａを通信確立先の基地局に決定して、リンクチャネル確立要求を送信する（Ｓ
４０８）。ここで、無線通信モジュール１６０は、３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭ（ＱＰＳＫ）
によるリンクチャネルの確立を選択したとする。
【００８８】
　引き続き、無線通信モジュール１６０は、リンクチャネル割当を受信すると（Ｓ４１０
）、リンクチャネル確立フェーズを実行し（Ｓ４１２）、プロトコルレイヤＬ２、Ｌ３を
設定し（Ｓ４１４）、他のユーザに対するＣＣ呼出の確認を受けて（Ｓ４１６）、下り音
声パスを開く（Ｓ４１８）。無線通信モジュール１６０は、音声コーデックとして３２ｋ
ｂｐｓＡＤＰＣＭを選択しているので、ここではＰＣＭデータのノイズ抑制を実行しない
。このとき、音声再生ユニット１５０は、表示部２１４に呼出中を示す画面を表示する（
Ｓ４２０）。
【００８９】
　続いて、無線通信モジュール１６０は、他のユーザに対するＣＣ応答の確認を受けて（
Ｓ４２２）、上り音声パスも開く（Ｓ４２４）。このとき、音声再生ユニット１５０は、
表示部２１４に通話中を示す画面を表示する（Ｓ４２６）。こうしてユーザは、音声再生
ユニット１５０を通じて、他のユーザと通話を実行することが可能となる（Ｓ４２８）。
【００９０】
　図９を参照すると、無線通信モジュール１６０と基地局１２０Ａとが通信を遂行してい
る際（Ｓ４５０）、基地局１２０Ａが当該無線通信の通信品質の劣化を検出し、無線通信
モジュール１６０にハンドオーバを要求する（Ｓ４５２）。無線通信モジュール１６０は
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、ハンドオーバの要求を受けて、周囲の基地局１２０に対してキャリアセンスを実行し（
Ｓ４５４）、受信感度が一番高い基地局１２０Ｂをハンドオーバ対象の切換先基地局とし
て、リンクチャネル確立要求を送信する（Ｓ４５６）。ここで、無線通信モジュール１６
０は、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭ（ＢＰＳＫ）によるリンクチャネルの確立を選択したとす
る。
【００９１】
　引き続き、無線通信モジュール１６０は、基地局１２０Ｂからリンクチャネル割当を受
信すると（Ｓ４５８）、リンクチャネル確立フェーズを実行し（Ｓ４６０）、プロトコル
レイヤＬ２、Ｌ３を設定する（Ｓ４６２）。無線通信モジュール１６０は、切換元の基地
局１２０Ａから無線チャネル切断要求を受信すると（Ｓ４６４）、音声パスを切り換える
（Ｓ４６６）。かかる音声パスによるＰＣＭデータは、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭの音声コ
ーデックにより生成されているので、無線通信モジュール１６０の経路選択部２６０は、
ノイズ抑制部２６６を含む伝送経路２６２を選択し、ノイズ抑制が実行される（Ｓ４６８
）。こうしてユーザは、音声コーデックの変更による聴覚の違和感を伴うことなく、音声
再生ユニット１５０を通じて、他のユーザと通話を継続することが可能となる（Ｓ４７０
）。
【００９２】
　また、無線通信モジュール１６０は、切換元である基地局１２０Ａに無線チャネルの切
断完了を通知し（Ｓ４７２）、切換先の基地局１２０ＢからＣＣ応答を受けると（Ｓ４７
４）、ハンドオーバを完了する。
【００９３】
　図１０を参照すると、音声再生ユニット１５０は、操作部２１６を通じてユーザによる
終話入力を検出すると（Ｓ５００）、無線通信モジュール１６０に対して終話を指令し（
Ｓ５０２）、無線通信モジュール１６０は、上下の音声パスを閉じると（Ｓ５０４）、そ
のパスを閉じた確認応答を音声再生ユニット１５０に通知する（Ｓ５０６）。音声再生ユ
ニット１５０では、終話したことを示す画面が表示部２１４に表示される（Ｓ５０８）。
【００９４】
　続いて、無線通信モジュール１６０は、基地局１２０Ｂに対してＣＣ切断要求を行い（
Ｓ５１０）、ＣＣ解放通知を受けると（Ｓ５１２）、それに応答してＣＣ解放完了通知を
行う（Ｓ５１４）。さらに基地局１２０Ｂから無線チャネルの切断要求を受信すると（Ｓ
５１６）、無線チャネルの切断が完了した旨返信する（Ｓ５１８）。
【００９５】
　以上、図８、図９、図１０を用いて説明したように、当該無線通信方法によっても、音
声コーデックの選択やハンドオーバによる音声コーデックの変更に拘わらず、高音質を維
持し、ユーザに違和感を与えることなく、また、１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭの弱電界におけ
る安定通話、リソースの確保、無線可能範囲の拡大といった利点を活かすことができる。
【００９６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００９７】
　上述した実施形態においては、説明を簡略化するためＱＰＳＫ方式（３２ｋｂｐｓ）と
ＢＰＳＫ方式（１６ｋｂｐｓ）とにのみ対応する例を用いて説明を行ったが、もちろんこ
の他の方式に対応するよう構成してもよい。
【００９８】
　例えば、ＱＰＳＫ方式（３２ｋｂｐｓ）よりも高速なレートの通信方式に対応ている状
況下で、その高速な通信方式にて通信する場合には、当然、より高解像な音声コーデック
を使用することができることとなる。このような構成の場合には、最も高度な音声コーデ
ックのみノイズ抑圧手段を使用せず、ＱＰＳＫ方式（３２ｋｂｐｓ）においてはわずかな
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がらのノイズ抑圧手段を使用し、ＢＰＳＫ方式（１６ｋｂｐｓ）においては強力なノイズ
抑圧手段を使用するよう構成することが好ましい。このように構成することで、いずれの
変調方式に遷移しても、一定のレベルの安定した快適な音声通話が実現可能となり、変調
方式が変更されたことに起因した格段の音質の変化が目立つ、ということが無くなる。
【００９９】
　また、上述した実施形態では、相対的に音質が低い音声コーデックの音質を改善し、相
対的に音質が高い音声コーデックに合わせる構成を説明したが、かかる場合に限られず、
相対的に音質が高い音声コーデックの音質を敢えて下げることで聴覚の違和感を回避する
等、最終的に音質が近似すれば本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１００】
　なお、本明細書の無線通信方法における各工程は、必ずしもフローチャートやシーケン
ス図として記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいはサブル
ーチンによる処理を含んでもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　本発明は、音声コーデックを用いて符号化された符号化音声データを復号する無線通信
モジュールおよび無線端末、無線通信方法に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】無線通信システムの概略的な構成を示したブロック図である。
【図２】音声再生ユニットおよび無線通信モジュールのハードウェア構成の概略を示した
機能ブロック図である。
【図３】音声再生ユニットおよび無線通信モジュールの外観を示した斜視図である。
【図４】無線通信モジュールの概略的な機能構成を示した機能ブロック図である。
【図５】３２ｋｂｐｓＡＤＰＣＭと１６ｋｂｐｓＡＤＰＣＭとのＡＤＰＣＭデータを比較
するための説明図である。
【図６】ノイズ抑制部の効果を示した説明図である。
【図７】無線通信方法の具体的な流れを示したフローチャートである。
【図８】ハンドオーバの具体的な動作を示したシーケンス図である。
【図９】ハンドオーバの具体的な動作を示したシーケンス図である。
【図１０】ハンドオーバの具体的な動作を示したシーケンス図である。
【図１１】従来技術における音声コーデックを説明するためのブロック図である。
【符号の説明】
【０１０３】
１１０  …無線端末
１５０  …音声再生ユニット
１６０  …無線通信モジュール
２５８  …復号部
２６０  …経路選択部
２６２  …伝送経路
２６６  …ノイズ抑制部
２６８  …フィルタ
２７２  …接続端子
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